
財政状況等一覧表（平成２１年度決算）

（単位：百万円）

団体名　　平川市 標準税収入額等
A

普通交付税額
B

臨時財政対策
債発行可能額C

標準財政規模
A+B+C

3,192 7,396 705 11,293

１．一般会計等の財政状況 ①

（単位：百万円）

一般会計 16,401 15,895 506 252 122 18,568 63

学校給食センター特別会計 397 397 0 0 233 237 0

尾上地区住宅団地温泉事業特別会計 19 15 4 4 8 0 0

一般会計等 16,817 16,307 510 256 18,805 63 -

② ③ ④ 　⑤ （＝－②）

※「一般会計等」の数値は、各会計間の繰入・繰出などを控除（純計）したものであることから、各会計間の合計額と一致しない項目がある。 　※ ②が負数の場合のみ

２．公営企業会計等の財政状況
（単位：百万円）

水道事業会計 556 499 57 577 76 1,493 406 法適用

下水道事業会計 935 882 53 84 941 11,510 8,921 法適用

簡易水道特別会計 17 17 0 0 11 31 24 法非適用

国民健康保険特別会計 4,322 4,255 67 67 359 0 0

老人保健特別会計 10 10 0 0 9 0 0

介護保険特別会計 3,000 2,961 38 38 531 60 0

後期高齢者医療特別会計 238 237 1 1 92 0 0

国民健康保険診療施設事業診療所特別会計 366 366 0 0 149 9 6

公営企業会計等　計 767 13,104 9,357 -

⑥ ⑦ 　⑧ （＝－（②＋⑥））

　（注）　１．法適用企業とは、地方公営企業法の全部又は一部を適用している公営企業である。 　※ （②＋⑥）が負数の場合のみ

　　　　　２．法適用企業会計以外の特別会計については「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を表示している。
　　　　　３．「資金剰余額／不足額（実質収支）」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数（△～）で表示している。
　　　　　４．「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額である。

３．関係する一部事務組合等の財政状況
（単位：百万円）

青森県市町村総合事務組合 811 792 19 19 0 6 0 0

青森県市町村職員退職手当組合 14,983 14,649 335 335 0 0 0 0

青森県市長会館管理組合 6 6 0 0 0 0 0 0

南黒地方福祉事務組合 497 453 44 44 0 0 142 41

弘前地区環境整備事務組合 3,944 3,894 50 50 0 42 8,393 274

黒石地区清掃施設組合 845 775 70 70 0 0 172 16

久吉ダム水道企業団 477 439 38 0 0 0 4,898 705 法適用

津軽広域水道企業団 2,018 1,650 368 2,217 0 0 7,113 0 法適用

弘前地区消防事務組合 2,650 2,633 16 16 0 104 1,381 12

青森県交通災害共済組合 220 192 28 28 0 0 0 0

津軽広域連合 177 168 9 9 0 11 0 0

青森県後期高齢者医療広域連合（一般会計） 547 475 71 71 0 55 0 0

青森県後期高齢者医療広域連合（特別会計） 136,203 132,955 3,248 3,248 0 3,233 0 0

一部事務組合等　計 6,107 0 22,099 1,049

⑨ ⑩

４．地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
（単位：百万円）

平川市土地開発公社 0 22 5 0 0 0 0 0

碇ヶ関開発株式会社 3 25 19 0 0 - 0 0

地方公社・第三セクター等　計 24 0 0 0 0 0

⑪
　（注）　損益計算書を作成していない社団・財団法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。
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５．充当可能基金の状況
（単位：百万円）

充当可能基金名
平成20年度

決算A
平成21年度

決算B
差引
B-A

財 政 調 整 基 金 1,342 1,445 103

減 債 基 金 1,158 1,437 279

その他充当可能基金 2,059 1,885 △ 174

充当可能基金 計 4,559 4,767 208

⑫
　（注） 「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。

６．財政指標の状況
（単位：％（財政力指数を除く））

財政指標名
平成20年度

決算A
平成21年度

決算B
差引
B-A

早期健全化
基準

財政再生
基準

平成20年度
決算A

平成21年度
決算B

差引
B-A

実質赤字比率
(赤字の場合「△」）

1.15 2.27 1.12 △ 13.14 △ 20.00 134.9 117.0 △ 17.9

連結実質赤字比率
(赤字の場合「△」）

8.63 9.05 0.42 △ 18.14 △ 40.00 14.1 21.7 7.6

実質公債費比率 19.9 18.1 △ 1.8 25.0 35.0 0.0 0.0 0.0

将来負担比率 135.2 106.8 △ 28.4 350.0

財政力指数 0.29 0.29 0.00

経常収支比率 91.5 88.6 △ 2.9

　（注）　１．「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数（△～）で表示しており、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示している。
　　　　　２．早期健全化基準に相当する「資金不足比率」の「経営健全化基準」は、公営競技を除き、一律 △20％である（公営競技は0％）。 
　　　　　３．「資金不足比率」について、事業の規模が零となる場合には、「※」で表示している。
　　　　　４．「早期健全化基準」及び「財政再生基準」は平成21年度決算による基準である。

【参考】健全化判断比率（実質公債費比率を除く）の算定方法

－

－

（百万円）

・将来負担額＝ ③ ＋ ④ ＋ ⑦ ＋ 退職手当負担見込額 ＋ ⑧ ＋ ⑨ ＋ ⑩ ＋ ⑪ ＋ 公的信用保証等に係る損失補償見込額 33,621

4,347 （百万円） 0 （百万円） ⑬

（百万円）

・充当可能財源＝ 充当可能基金 ⑫ ＋充当可能特定歳入 ＋ 基準財政需要額算入見込額 23,672

16 （百万円） 18,889 （百万円） ⑭

・算入公債費等の額＝ 1,983 （百万円）

⑮
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連結実質赤字額 ⑧



７　健全化判断比率等の分析及び今後の対応方針

（1）健全化判断比率等の分析

（注）１　「①実質赤字比率」及び「②連結実質赤字比率」は、赤字がある場合に比率を正数で表示し、黒字の場合は「－」と表示している。
　　　２　「④将来負担比率」及び「⑤資金不足比率」は、将来負担額又は資金不足額がない場合は「－」と表示している。

（2）今後の対応方針

高い数値を示す実質公債費比率（18.1％）は下水道事業や公共施設整備事業、道路整備事業に要した起債額が主な要因である。全会計合
計約319億円に上る地方債について、一般会計においてはＨ19～21で約12億円の繰上償還、各会計においても低利への借換などあらゆる
方法を用いて改善を行い、平成22年には17.1％となる計画として後世への負担を少なくすることとしている。
事務事業全般についても集中改革プランや行政改革大綱を基本とした抜本的見直しを行い、市全体で歳出抑制に努めて最小限の経費とし
つつも、これまで以上の成果をあげられるよう創意工夫を図っていく。

下水道事業会計（法適） -

効率的な業務運営を行うために複数あった会計を２０年度より下水道事業会計（法適）に
一本化した。今後も経営改善のために基準外繰入れを行う必要がある。
今後大規模投資の予定はなく既存の維持管理業務が主となるが、この支出を抑制してい
く検討をするとともに、水洗化率の向上も努め、更には料金改定をも視野に入れ、基準外
繰入れに頼らない会計全体での経営改善を進めていく。

簡易水道特別会計（法非
適） -

給水区域内人口が1,000人に満たない市の東部地区の水道事業を担うという特殊性など
から、劇的な経営健全化は望めないものの、これまでどおり一般会計からの繰入金を少な
くするべく歳出削減に努めていく。
上水道事業との料金差など、会計のあるべき姿については引き続き検討していく。

④将来負担比率 106.8％

分子中の将来負担額は33,621百万円で、標準財政規模（11,293百万円）の約3倍となって
いる。その中身は各会計の地方債（28,162百万円）と退職手当負担見込額（4,347百万円）
がほとんどを占めていることから、新発債の抑止や繰上償還などによる公債費の適正化、
集中改革プランに基づいた職員数の適正化を図る必要がある。

⑤資金不足比率

水道事業会計（法適） -

収入については、拡張整備事業が既に終了していることから、新規加入者からの料金収
入は大きく見込めない。戸別訪問や電話による未収金徴収対策を引き続き行っていく。
支出については、運営の主体が維持管理であり、この費用を抑制していかなければならな
い。施設の修繕などに係る費用はもとより、管理する職員についても適正数を見極める必
要がある。また、高利企業債については借換を行うなど、出来るかぎりの軽減を図ってい
く。

②連結実質赤字比率 -

連結実質収支額は1,023百万円と黒字（実質収支比率が9.05％）ではあるが、国保特会や
介護特会については基金からの繰り入れを差し引くとほぼ収支が均衡している。また、効
率的な事業運営を行うためにも複数あった下水道事業に関する会計は平成20年度より法
適用企業会計に一本化している。
水道事業会計の収入確保策として戸別訪問・電話による使用料未収金の徴収対策、下水
道事業会計においては水洗化率向上対策などを検討している。
その他、一般会計からの繰り入れによって収支が均衡している診療所特会についても、繰
入額を抑えるべく経営改善に取り組んでいく。

③実質公債費比率 18.1％

早期健全化基準（25.0％）、財政再生基準（35.0％）を下回っているが、決して安心できる
数値ではない。下水道事業や公共施設整備事業、道路整備事業に要した起債額が数値
を高める主な要因で、平成17年度は18.1％、18年度は20.3％、19年度が20.7％、20年度
19.9％と推移している。
これに対し、交付税算入のない起債発行の抑止、長期計画に基づいた事業実施による計
画的な起債発行、繰上償還や低利への借換などといった取り組みを行っており、19年度を
ピークに今後は緩やかではあるが下降する予定。平成22年度には17.1％となる見通しで
ある。

比率 分　　　　　　　　　析　　　　　　　　　欄

①実質赤字比率 -

わずかながら黒字（実質収支比率が2.27％）となっている。Ｈ２１年度は基金の繰入がな
く、比較的安定した財政運営ができた。しかしながら、自主財源の乏しい当市においては、
引き続き赤字とならないようにするほか、集中改革プランをはじめとした行政改革を推し進
め、健全な財政運営に努めたい。
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